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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側壁と、内側壁と、第１カバーおよび第２カバーと、隔壁を備え、別々のチャンバー
に触媒を組み合わせて受け入れるように構成された触媒反応器バスケットであって、
　前記外側壁は前記触媒反応器バスケットの外周面に沿って広がり、また前記外側壁が広
がることで前記触媒反応器バスケットに内部容積部の外側境界が定められ、
　 前記内側壁は前記外側壁の内側に設けられ、前記内側壁が円筒状に広がっていること
で、前記内側壁の内側に開口部が形成され、前記内側壁が前記触媒反応器バスケットの内
部容積部の内側境界を定め、前記開口部は前記触媒反応器バスケットに対して軸方向に流
体が流れるように寸法と形状が定められており、
　前記第１カバーおよび前記第２カバーは、前記外側壁と前記内側壁の両端に、それぞれ
設けられ、前記第１カバーおよび前記第２カバーが、前記触媒反応器バスケットの内部容
積部の上端および底端を定め、前記第１カバーおよび前記第２カバーの少なくとも一部が
流体透過性を有し、
　前記触媒反応器バスケットの内部容積部は、前記外側壁により定められた前記外側境界
と、前記内側壁により定められた前記内側境界と、前記前記第１カバーにより定められた
前記上端と、前記第２カバーにより定められた前記底端と、により定められており、
　前記隔壁は前記第１カバーと前記第２カバーの間に設けられ、前記隔壁は前記触媒反応
器バスケットの内部容積部に第１チャンバーと第２チャンバーを形成し、前記隔壁の少な
くとも一部が流体透過性を有し、前記第１チャンバーと前記第２チャンバーの各々が、そ
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れぞれの触媒を受け入れるようにサイズ決めされていることにより、前記軸方向に沿う１
つの流体経路の中で二段階の反応が可能となることを特徴とする触媒反応器バスケット。
【請求項２】
　前記第１チャンバーと前記第２チャンバーの内部に設けられた複数の間仕切りをさらに
備え、前記複数の間仕切りの各々が前記外側壁と前記内側壁との間に広がると共に、前記
隔壁と各カバーとの間に広がり、前記複数の間仕切りが前記第１チャンバーと前記第２チ
ャンバーの内部に複数の区画室を形成し、前記区画室がそれぞれ触媒を受け入れるように
寸法と形状が定められていることを特徴とする請求項１に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項３】
　前記第１チャンバーの中の第１区画室が、前記触媒反応器バスケットの軸に沿って前記
第２チャンバーの中の第２区画室に整合しており、すべての流体が前記第１区画室を通過
した後に、前記第２区画室を通過できるように構成されていることを特徴とする請求項２
に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項４】
　前記第１区画室が第１触媒を受け入れるようにサイズ決めされ、前記第２区画室が第２
触媒を受け入れるようにサイズ決めされており、軸方向の流体流路に沿って、流体がまず
前記第１触媒に接触してから、前記第２触媒に接触するように構成されていることを特徴
とする請求項３に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項５】
　前記第１触媒が前記第２触媒とは異なる性質を有することを特徴とする請求項４に記載
の触媒反応器バスケット。
【請求項６】
　前記間仕切りが隣接する区画室との間に流体バリアを提供することを特徴とする請求項
２に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項７】
　少なくとも１つの区画室が第１触媒を受け入れるようにサイズ決めされ、前記第１触媒
が隣接する区画室の中にある第２触媒とは異なる性質を有することを特徴とする請求項２
に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項８】
　支持フレームをさらに備え、前記外側壁、前記内側壁、および前記隔壁が、前記支持フ
レームに支持されていることを特徴とする請求項１に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項９】
　前記カバーを前記触媒反応器バスケットの各端部に取り外し可能に固定するクリップが
、さらに備えられている請求項１に記載の触媒反応器バスケット。
【請求項１０】
　前記触媒反応器バスケットに連結されたフックをさらに備え、前記触媒反応器バスケッ
トが前記フックから懸下するようにして前記触媒反応器バスケットが支持されるように、
前記フックの寸法と形状が定められていることを特徴とする請求項１に記載の触媒反応器
バスケット。
【請求項１１】
　前記内側壁の少なくとも一部に流体透過性があることを特徴とする請求項１に記載の触
媒反応器バスケット。
【請求項１２】
　前記外側壁の少なくとも一部に流体透過性があることを特徴とする請求項１に記載の触
媒反応器バスケット。
【請求項１３】
　反応器の内部に触媒反応器バスケットを配置させるステップであって、前記触媒反応器
バスケットは容積部を定めており、前記触媒反応器バスケットの前記容積部の内部に流体
透過性の隔壁を有するステップと、
　前記流体透過性の隔壁の一側に面した第１チャンバーの内部に第１触媒を受け入れ、前
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記流体透過性の隔壁の他側に面した第２チャンバーの内部に第２触媒を受け入れるステッ
プと、
　前記反応器の内部において、前記流体透過性の隔壁を挟んで、前記触媒反応器バスケッ
トの前記第１チャンバーと前記第２チャンバーに流体を通過させるステップと、
　を含むことを特徴とする流体に触媒作用を及ぼす方法。
【請求項１４】
　前記触媒反応器バスケットの軸に沿って前記第１チャンバーが前記第２チャンバーに整
合しており、前記触媒反応器バスケットの軸に沿って、流体を前記第１チャンバーに通過
させた後に、前記第２チャンバーを通過させるステップをさらに含むことを特徴とする請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記通過させるステップに、前記第１チャンバー内部の前記第１触媒に流体を接触させ
た後に、前記第２チャンバー内部の前記第２触媒に流体を接触させるステップが含まれる
ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１チャンバーと前記第２チャンバーのうち少なくとも１つを複数の間仕切りで仕
切るステップがさらに備えられ、前記複数の間仕切りが複数の区画室を各々定めており、
前記受け入れるステップに触媒を各間仕切りの中に充填するステップが含まれていること
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　流体を軸方向に通過させ、
　前記第１チャンバーの間仕切りを前記第２チャンバーの間仕切りに整合させることで、
前記第１チャンバーの区画室を前記第２チャンバーの区画室に軸方向に整合させ、
　前記間仕切りは流体透過性を有さず、
　前記通過させるステップには、軸方向に沿って、前記第１チャンバーの区画室に流体を
通過させた後に、前記第２チャンバーの区画室に流体を通過させるステップが含まれてい
ることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１チャンバーの中の各触媒が前記第２チャンバーの中の各触媒とは異なり、
　前記通過させるステップには、
　流体を前記第１チャンバーに通過させた後に、流体を前記第２チャンバーに通過させ、
前記第１チャンバーから第２チャンバーに前記流体が軸方向に流れることで、整合してい
る各区画室の中にある様々な組み合わせの触媒に流体を接触させるステップが含まれてい
ることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記触媒反応器バスケットには、
　　前記流体透過性の隔壁から相隔てた第１カバーおよび第２カバーと、
　　前記第１カバーを取り外し可能に固定する第１クリップと、
　　前記第２カバーを取り外し可能に固定する第２クリップと、
　が備えられ、
　反応器の内部に触媒反応器バスケットを配置させるステップの前に、
　　前記第１チャンバーの内部に前記第１触媒を充填するステップと、
　　前記第１カバーを前記触媒反応器バスケットに設置するステップと、
　　前記第１クリップを用いて前記第１カバーを固定するステップと、
　　前記触媒反応器バスケットを裏返すステップと、
　　前記第２チャンバーの内部に前記第２触媒を充填するステップと、
　　前記第２カバーを前記触媒反応器バスケットに設置するステップと、
　　前記第２クリップを用いて前記第２カバーを固定するステップと、
　が含まれていることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
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　前記触媒反応器バスケットには、前記触媒反応器バスケットに連結されたフックが設け
られ、前記フックを使用して前記触媒反応器バスケットを前記反応器に連結させるステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は触媒反応器バスケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な形態を有する触媒反応器システムが種々の文献で知られており、その中に「化石
燃料触媒生成器」と題する米国意匠特許第２５７，２８１号や「所定量の触媒の保存に適
する円筒状バスケットを備え、材料の取り扱い性が改善」と題する米国特許出願公開第２
００４／００１８１２４号明細書などがある。これら文献に記載された触媒バスケットの
個々の設計および特徴は、各開示内容を再検討することで一番よく理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１Ａ】図１Ａは本発明の実施態様に係る、カバーが取り付けられた触媒反応器バスケ
ットの上面斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは触媒反応器バスケットの上面分解斜視図である。
【図２】図２はカバーを取り外した触媒反応器バスケットの側面斜視図である。
【図３】図３は触媒バスケット開口部の拡大上面斜視図である。
【図４】図４は本発明の別の態様に係る触媒反応器バスケットの上面斜視図である。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の一態様によれば、触媒反応器バスケットが提供される。触媒バスケットには外
側壁が設けられ、外側壁はバスケットの外周側面に沿って広がり、また軸方向に広がって
略円筒のバスケット内容積が形成される。外側壁の少なくとも一部は流体透過性を有する
。触媒バスケットは、外側壁の内側に内側壁を備えている。内側壁が円周状かつ軸方向に
広がることで、バスケット容積の内側境界を形成する開口部が形成される。流体がバスケ
ットの軸方向に流れるように開口部の寸法と形状が定められている。内側壁の少なくとも
一部は流体透過性を有する。外側壁と内側壁の両端側に第１カバーと第２カバーが配置し
ている。第１カバーと第２カバーはそれぞれバスケット内部容積の各端部を定めており、
第１カバーおよび第２カバーの少なくとも一部に流体透過性がある。第１カバーと第２カ
バーの間に隔壁が設けられている。隔壁はバスケットの内部容積の中に第１チャンバーと
第２チャンバーを形成する。隔壁の少なくとも一部に流体透過性がある。第１チャンバー
と第２チャンバーの内部に複数の間仕切りが設けられている。間仕切りはそれぞれ外側壁
と内側壁の間に放射状に広がり、また隔壁と各カバーの間に軸方向に広がっている。この
複数の間仕切りは第１チャンバーと第２チャンバーの内部に複数の区画室を形成し、各区
画室が触媒を受け入れるようにして寸法と形状が定められる。
【０００５】
　さらなる態様によれば、第１チャンバーの第１区画室が、バスケットの軸に沿って第２
チャンバーの第２区画室と並列しており、すべての流体が第１区画室を通過した後に、第
２区画室を通過できるようになっている。
【０００６】
　また別の実施態様によれば、第１区画室が第１触媒を受け入れ、第２区画室が第２触媒
を受け入れるようにサイズ決めされており、軸方向の流体流路に沿って、流体がまず第１
触媒に接触してから、第２触媒に接触するようになっている。
【０００７】
　また別の実施態様によれば、第１触媒には第２触媒とは異なる性質がある。
【０００８】
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　また別の実施態様によれば、間仕切りは隣接する区画室に流体バリアを提供する。
【０００９】
　また別の実施態様によれば、少なくとも１つの区画室が第１触媒を受け入れるようにサ
イズ決めされており、この第１触媒には隣接した区画室の第２触媒とは異なる性質がある
。
【００１０】
　また別の態様によれば、触媒バスケットは支持フレームを備えており、外壁、内壁、隔
壁がこのフレームに支持されている。
【００１１】
　また別の態様によれば、触媒反応器バスケットには、バスケットの各端部にカバーを取
り外し可能に固定するクリップが備えられている。
【００１２】
　また別の実施態様によれば、バスケットにフックが連結しており、バスケットがフック
から懸下するようにしてバスケットが支持されるように、フックの寸法と形状が定められ
る。
【００１３】
　また別の実施態様によれば、内側壁の少なくとも一部に流体透過性がある。
【００１４】
　また別の実施態様によれば、外壁の少なくとも一部が流体透過性を有している。
【発明の詳細な説明】
【００１５】
　図１Ａおよび図１Ｂに、触媒反応器バスケット１０が図示されている。このバスケット
は略円筒状の形状をしており、バスケットを通って軸方向に延長する略円形状の開口部１
２が設けられる。バスケットの上端部にカバー１４が設けられている。バスケットの底端
部に別のカバーも設けられている。このカバーには外リム１６と内リム１８がある。これ
らリム１６，１８はカバーの円周の周りに延びており、カバーに構造的な剛性を与えてい
る。これらリムに、リムを円形リングに形成し易くするためのレリーフカット１６ａ，１
８ａを設けても良い。レリーフカットの寸法および形状は様々なものにすることができる
。リム１６，１８の間にメッシュ２０が延びている。メッシュ２０は、触媒バスケットの
使用時に流体をメッシュに通過させる一方で、触媒粒子がメッシュを通過させないような
孔が設けられるように、寸法と形状が定められる。このようにして、触媒粒子がバスケッ
トの内部に保持される。メッシュ２０は、メッシュをリムにスポット溶接などで溶接する
ことなどにより、リム１６，１８に取り付けることができる。他の好適な取り付けも可能
である。
【００１６】
　図１Ｂおよび図３を参照すると、バスケット１０には支持フレーム２２が設けられてい
る。支持フレーム２２を各層の中に設けることができ、バスケット１０は上部支持フレー
ム層２４と下部支持フレーム層２６とを備えている。さらに、上部支持フレーム層と下部
支持フレーム層との間に配置される中間支持フレーム層２５（図２を参照）を設けること
ができる。これら支持フレーム層は各々、外リング２８と内リング３０を備えている。支
持フレーム２２は垂直支持体３２を有しており、垂直支持体３２は支持フレームの異なる
層のリング間に延ばすことができる。支持フレーム２２はまた、各層の外リングと内リン
グの間に延びる放射状支持体３４を有してもよい。図１Ｂに図示されている通り、例えば
、上部層の外リング２８と中間層の外リングとの間に４つの垂直支持体３２が延びている
。同様にして、上部層の内リング３０と中間層の内リングとの間に４つの垂直支持体３２
が延びている。上部層の内リングおよび外リングと、中間層の内リングおよび外リングと
を接続する垂直支持体は、好ましくは同一の長さを有し、上部層と中間層が略平行な面に
維持されるように構成されている。また同様な配置として、垂直支持体は、中間層の内リ
ングおよび外リングと、底部層の内リングおよび外リングとを接続する。さらに、記載の
通り、放射状支持体３４が中間層の外リング２と内リング３０の間に延びている。図１Ｂ
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に示された組立体は、上部層と下部層に放射状支持体が必要とされないように構成されて
いるが、これらは任意で含めることもできる。支持フレーム部材（例えば、内リング、外
リング、垂直支持体および放射状支持体など）は管状金属などの金属製とすることができ
る。支持フレーム部材は、適当な締結具、および／または、溶接などの締結方法を用いて
接続させることができる。
【００１７】
　バスケット１０の外壁３６は、支持フレームの各層にある外リング２８に支持されてい
る。バスケットの外壁３６がバスケットの周りに円筒状に広がることでバスケットの外周
側面が形成される。したがって、外壁は触媒バスケットの円筒状容積の外側境界を定めて
いる。バスケットの内壁３８は、支持フレームの各層にある内リング２８に支持されてい
る。バスケットの内壁３８が円筒状に広がることで触媒バスケットの円筒状容積の内側境
界が定められる。バスケットの内壁３８が広がることで開口部１２の周側面も形成される
。外壁３６は好ましくは透過性であり、液体が外壁を通過することでバスケットの内部と
外部の間で流体が交換できるように構成されている。同様にして、内壁３８は好ましくは
透過性であり、液体が内壁を通過することによりバスケットの内部と外部の間で流体が交
換できるように構成されている。外壁と内壁は共に織布鋼製メッシュなどのメッシュ部材
から形成することができる。任意に、外壁、内壁、および隔壁、または少なくともこれら
の一部を、非透過性の鋼板から作ることにより、液体がバスケットに進入または漏出しな
いようにできる。ある下降流反応器では、液流が軸方向であるために外壁と内壁を通過す
る流れは存在しないと考えられ、このために軸方向の流れの向きに平行な面、またはこの
少なくとも一部を非透過性とすることができる。実施態様によっては、メッシュを鋼線網
、織布ワイヤ径０．０２０インチの１４×１４メッシュとすることができる。図３に認め
られる通り、例えば、内壁と外壁のワイヤメッシュは、ワイヤ３９を用いて支持フレーム
部材に固定することができる。その他好適な取付手段および取付方法を考えることもでき
る。
【００１８】
　外リング２８と内リング３０との間に隔壁４０を広げ、中間層２５に固定することがで
きる。図１Ｂおよび図２に認められる通り、隔壁４０はバスケットの内部を第１チャンバ
ー４２と第２チャンバー４４にそれぞれ分割する。隔壁４０は流体透過性を有しており、
流体が隔壁をバスケットの長さ（高さ）に沿う軸方向に通過できるようになっている。例
えば、隔壁を内壁と外壁と同じ織布メッシュから作ることができる。さらに、支持フレー
ムの内リングと外リングの間に、間仕切り４６を放射状に広げることができる。図１Ｂに
認められる通り、例えば、上部チャンバーと下部チャンバーにはそれぞれ４つの間仕切り
４６が設けられている。間仕切り４６は上部チャンバーと下部チャンバーに区画室４８を
形成する。区画室４８に触媒材料などの材料を受け入れることができる。間仕切り４６は
好ましくは流体透過性を有さず、ある１つの区画室の材料の影響が、隣接する区画室の材
料からより容易に隔離されるようになっている。例えば、間仕切りは、固体鋼製シート材
料とすることができる。
【００１９】
　図１Ｂに認められる通り、例えば、間仕切りにより、上部チャンバーと下部チャンバー
にそれぞれ４つの区画室を形成することができる。区画室の数を増減させるために間仕切
りを追加または除去することができる。このようにして、図示されている通り、間仕切り
４６と隔壁４０がバスケットの内部を形成し、バスケットに、４つの区画室を備える上部
チャンバーと、４つの区画室を備える下部チャンバーが設けられるようになっている。好
ましくは、上部チャンバーと下部チャンバーの間仕切りは、下部チャンバーの区画室がこ
れに対応する上部チャンバーの区画室に整合するように配置され、同一の広がりを持ち、
重複のないように寸法と形状が定められている。場合によっては、上部チャンバーと下部
チャンバーの間仕切りは、チャンバー内の１つの区画室に軸方向に沿う重複が生じるよう
にして、区画室の寸法、形状、配置が定まるように、設置させることができる。
【００２０】
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　各チャンバーに複数の区画室を含むバスケットの構造配置により、異なる数個の触媒を
同時に試験することができる。さらに、バスケットを上部チャンバーと下部チャンバーに
分割することによって、バスケットの軸方向に沿う１つの流体経路の中で、二段階の反応
ができるようになる。例えば、ある１つのチャンバーの一つの区画室に第１触媒が提供さ
れる。次に、別のチャンバー（つまり、第２区画室は第１区画室と軸方向に並列している
）の対応する区画室に、第２触媒が提供される。したがって、異なる性質を持つ触媒から
なる２つの層に流体を通過させることができる。例えば、液体を第１区画室に通過させて
内部に含まれる触媒に接触させることができる。第１区画室の中にある触媒は、流体から
硫黄と水素を除去することにより流体を水素化処理させる触媒としても良い。流体がバス
ケットの軸方向に沿って移動すると、流体はバスケットの次の区画室の第２区画室に入る
。第２区画室は異なる触媒を含むことができ、液体を区画室に含まれる触媒に接触させて
、液体の熱分解やさらなる水素化に使用することができる。このように本発明の触媒バス
ケットを使用して２段階反応を達成することができる。この設計は、バスケットを貫通す
る１つの流体経路で直列接続している２つの反応器を有する貫流水素化分解ユニットを想
定して作られている。さらには、隣接する区画室に異なる触媒材料を含有させ、異なる触
媒の組み合わせを同一の反応バスケットを用いて同時に試験することができる。
【００２１】
　触媒バスケットが２層複数区画室型の設計であることにより、異なる触媒の組み合わせ
を同一のバスケットを用いて試験することができる。例えば、第１の層にある異なる２つ
の区画室は触媒Ａ１と触媒Ａ２を含むことができる。さらに、第２の層にある異なる２つ
の区画室は触媒Ｂ１と触媒Ｂ２を含むことができる。したがって、流体が反応バスケット
を通過すると、流体が異なる触媒の組み合わせに晒される。例えば、バスケットを通過し
た流体の流れはまず、バスケットの第１の層にある１つの区画室に含まれる触媒Ａ１に晒
される。流体が触媒Ａ１に晒されると、流体はバスケットの第２の層の中に入り、ここで
バスケットの第２の層のなかの区画室に含まれる第２触媒Ｂ１に晒される。同様にして、
流体は別の流路の中を通って進み、流体はバスケットの第１の層にある別の区画室の中に
ある触媒Ａ２に晒され、その後、バスケットの第２の層にある別の区画室の中にある触媒
Ｂ２に晒される。このように、反応器バスケットに流れる流体は、同じ反応器のなかで同
じ触媒バスケットを用いて、触媒Ａ１とＢ１の組み合わせに晒され、また流体を同時に触
媒Ａ２とＢ２の組み合わせに晒すことができる。したがって、同じバスケットを用いた同
じチャンバーの中で、複数の組み合わせの触媒を同時に試験することができる。このよう
に、このバスケット設計により数多くの触媒やその組み合わせを効果的にかつ効率的に試
験することが可能になり、より好適で効果的な触媒を同定して将来の反応に使用すること
ができる。
【００２２】
　カバー１４がバスケットの上端と下端から取り外し可能となっていることで、区画室を
触媒材料で充填することができる。カバーをバスケットの端部に選択的に取り付けるため
、バスケットの側面にクリップを設けることができる。例えば、第１カバーからクリップ
を取り外し、カバーを取り外すことによって、第１チャンバーの中の区画室を露わにする
ことができる。この露わになった区画室に種々の触媒材料を添加し、クリップを使用して
カバーを再固定することができる。その後、バスケットを裏返してバスケットの他端にあ
る第２のカバーを取り外し、第２チャンバーの区画室を露わにすることができる。第２チ
ャンバーの露わになった区画室に種々の触媒材料を添加し、クリップを使用して第２のカ
バーを再固定することができる。このようにして、２層複数区画室型触媒反応器バスケッ
トに触媒を充填することができる。バスケットのフレームにフック５０（図１を参照のこ
と）を任意に接続させることができる。このフックはバスケットを支持してバスケットを
反応器の内部に連結させることができる。フックはまた、反応器サイクルの最後に触媒を
充填および除去する際に、バスケットを支持するために使用することができる。触媒は通
常、サイクルの最後に吸引される。バスケットを吊るすことにより、触媒の吸引の際にバ
スケットが仮止め解除される。



(8) JP 6661875 B2 2020.3.11

10

【００２３】
　図４は、４つのチャンバーが設けられた単一層を持つ触媒バスケットを図示している。
この４つのチャンバーには触媒が含まれ、上に記載された方法と同じような方法で、軸方
向の流れができるようになっている。
【００２４】
　上記の主題は単に説明のために提供されており、限定的に解釈されるべきではない。こ
こに記載された主題に対して、図示され記載された例示的な実施形態および用途に従わず
に、また本発明の真の精神および以下の特許請求の範囲に記載されている範囲から逸脱す
ることなく、様々な修正および変更を行うことができる。
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４】



(10) JP 6661875 B2 2020.3.11

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100194892
            弁理士　齋藤　麻美
(74)代理人  100146134
            弁理士　清水　聡子
(72)発明者  コセオグル，オマール，レファ
            サウジアラビア王国，３１３１１，ダーラン，ボックス　８５６０
(72)発明者  アル－カルディ，サルマン，ジェイ．
            サウジアラビア王国，３１３１１，ダーラン，ボックス　１０６１

    審査官  松井　一泰

(56)参考文献  実開昭５８－０２３６３５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭６４－０５１１２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－１０７８４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１０６４３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２４５８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５０４４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０２３３２２２４（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ０１Ｊ　　　８／００－　　８／４６
              Ｂ０１Ｄ　　５３／０２－　５３／１８
              Ｂ０１Ｄ　　５３／３４－　５３／９６
              Ｂ０１Ｊ　　２０／００－　２０／２８
              Ｂ０１Ｊ　　２０／３０－　２０／３４
              Ｂ０１Ｊ　　１０／００－　１２／０２
              Ｂ０１Ｊ　　１４／００－　１９／３２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

